
第２号様式（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 TASKシステム（軽自動車税課税業務） 

実施機関の名称 町長 

個人情報ファイルが利用に

供される事務をつかさどる

組織の名称 

税務課 

個人情報ファイルの利用目

的 

軽自動車等の所有者等を特定し、適正且つ円滑な課税をす

るため 

記録項目 
1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5電話番号、6納税状

況、7個人番号 

記録範囲 軽自動車税（種別割）の課税対象者 

記録情報の収集方法 各種申告書の提出 

要配慮個人情報が含まれる

ときは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 軽自動車税納付確認システム（軽ＪＮＫＳ） 

開示請求等を受理する組織

の名称及び所在地 

（名 称）松田町総務課 

（所在地） 

〒258-8585 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領 2037番地 

訂正及び利用停止に関する

他の法令の規定による特別

の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第 2項第 1号 

 （電算処理ファイル） 

□法第 60条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 政令第 21 条第 7 項に該当す

るファイル 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報の

提案の募集をする個人情報

ファイルである旨 

実施なし 

行政機関等匿名加工情報の

提案を受ける組織の名称及

び所在地 

実施なし 

行政機関等匿名加工情報の

概要 
実施なし 

作成された行政機関等匿名

加工情報に関する提案を受
実施なし 



ける組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名

加工情報に関する提案をす

ることができる期間 

実施なし 

記録情報に条例要配慮個人

情報が含まれているときは

その旨 

実施なし 

備 考 

 

 



第２号様式（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 TASKシステム（個人町県民税課税業務） 

実施機関の名称 町長 

個人情報ファイルが利用に

供される事務をつかさどる

組織の名称 

税務課 

個人情報ファイルの利用目

的 

個人町県民税申告者等の所得等を特定し、適正且つ円滑な

課税を行うため 

記録項目 
1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5電話番号、6居住状

況、7扶養者、8職業、9収入状況 

記録範囲 課税資料のある者 

記録情報の収集方法 
町県民税申告書、所得税申告書の写し、給与支払報告書、

年金支払報告書及び特別徴収異動届出書等の受理 

要配慮個人情報が含まれる

ときは、その旨 
心身等の機能障害の程度 

記録情報の経常的提供先 納税義務者及び特別徴収義務者 

開示請求等を受理する組織

の名称及び所在地 

（名 称）松田町総務課 

（所在地） 

〒258-8585 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領 2037番地 

訂正及び利用停止に関する

他の法令の規定による特別

の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第 2項第 1号 

 （電算処理ファイル） 

□法第 60条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 政令第 21 条第 7 項に該当す

るファイル 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報の

提案の募集をする個人情報

ファイルである旨 

実施なし 

行政機関等匿名加工情報の

提案を受ける組織の名称及

び所在地 

実施なし 

行政機関等匿名加工情報の

概要 
実施なし 

作成された行政機関等匿名 実施なし 



加工情報に関する提案を受

ける組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名

加工情報に関する提案をす

ることができる期間 

実施なし 

記録情報に条例要配慮個人

情報が含まれているときは

その旨 

実施なし 

備 考 

 

 



第２号様式（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 TASKシステム（収納管理業務） 

実施機関の名称 町長 

個人情報ファイルが利用に

供される事務をつかさどる

組織の名称 

税務課 

個人情報ファイルの利用目

的 
町税の収納、還付等に関する事務を適切に行うため 

記録項目 

1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5調定額、6収納額、

7延滞金調定額、8延滞金収納額、9督促手数料調定額、10

督促手数料収納額、11 納付日、12 納付方法、13 還付発生

額、14還付済額、15銀行口座、16個人番号 

記録範囲 町税納税義務者、特別徴収義務者 

記録情報の収集方法 金融機関等、本人 

要配慮個人情報が含まれる

ときは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織

の名称及び所在地 

（名 称）松田町総務課 

（所在地） 

〒258-8585 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領 2037番地 

訂正及び利用停止に関する

他の法令の規定による特別

の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第 2項第 1号 

 （電算処理ファイル） 

□法第 60条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 政令第 21 条第 7 項に該当す

るファイル 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報の

提案の募集をする個人情報

ファイルである旨 

実施なし 

行政機関等匿名加工情報の

提案を受ける組織の名称及

び所在地 

実施なし 

行政機関等匿名加工情報の

概要 
実施なし 



作成された行政機関等匿名

加工情報に関する提案を受

ける組織の名称及び所在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名

加工情報に関する提案をす

ることができる期間 

実施なし 

記録情報に条例要配慮個人

情報が含まれているときは

その旨 

実施なし 

備 考 

 

 



第２号様式（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 TASKシステム（滞納整理業務） 

実施機関の名称 町長 

個人情報ファイルが利用に

供される事務をつかさどる

組織の名称 

税務課、町民課 

個人情報ファイルの利用目

的 

町税、個人の県民税、国民健康保険税及び後期高齢者医療

保険料の徴収及び滞納整理のため 

記録項目 

1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5電話番号、6滞納科

目、7滞納金額、8納付記録、9滞納整理経過記録、10滞納

処分等の内容、11財産調査等各種調査内容 

記録範囲 町税（料）の滞納者 

記録情報の収集方法 文書また電子媒体による照会及び口頭による聞き取り 

要配慮個人情報が含まれる

ときは、その旨 
1病歴、2心身の機能の障害、3犯歴 

記録情報の経常的提供先 国、都道府県及び市町村 

開示請求等を受理する組織

の名称及び所在地 

（名 称）松田町総務課 

（所在地） 

〒258-8585 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領 2037番地 

訂正及び利用停止に関する

他の法令の規定による特別

の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第 2項第 1号 

 （電算処理ファイル） 

□法第 60条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 政令第 21 条第 7 項に該当す

るファイル 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報の

提案の募集をする個人情報

ファイルである旨 

実施なし 

行政機関等匿名加工情報の

提案を受ける組織の名称及

び所在地 

実施なし 

行政機関等匿名加工情報の

概要 
実施なし 

作成された行政機関等匿名 実施なし 



加工情報に関する提案を受

ける組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名

加工情報に関する提案をす

ることができる期間 

実施なし 

記録情報に条例要配慮個人

情報が含まれているときは

その旨 

実施なし 

備 考 

 

 



第２号様式（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 登記申請書 

実施機関の名称 町長 

個人情報ファイルが利用に

供される事務をつかさどる

組織の名称 

税務課 

個人情報ファイルの利用目

的 
土地家屋の異動状況を把握し、適正な課税を行うため 

記録項目 

1通知書作成年月日、2登記年月日、3所在地番、4登記地

積、5 登記地目、6 権利者、7 義務者、8 持分、9 原因、10

原因年月日、11 変更前面積、12 変更後面積、13 元地番、

14目的、15家屋番号、16種類、17構造、18１階面積、19

２階/その他面積、20合計面積 

記録範囲 課税資料のある者 

記録情報の収集方法 登記済通知書 

要配慮個人情報が含まれる

ときは、その旨 
なし 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織

の名称及び所在地 

（名 称）松田町総務課 

（所在地） 

〒258-8585 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領 2037番地 

訂正及び利用停止に関する

他の法令の規定による特別

の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第 2項第 1号 

 （電算処理ファイル） 

□法第 60条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 政令第 21 条第 7 項に該当す

るファイル 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報の

提案の募集をする個人情報

ファイルである旨 

実施なし 

行政機関等匿名加工情報の

提案を受ける組織の名称及

び所在地 

実施なし 

行政機関等匿名加工情報の 実施なし 



概要 

作成された行政機関等匿名

加工情報に関する提案を受

ける組織の名称及び所在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名

加工情報に関する提案をす

ることができる期間 

実施なし 

記録情報に条例要配慮個人

情報が含まれているときは

その旨 

実施なし 

備 考 

 

 



第２号様式（第４条関係） 

 

個人情報ファイル簿（単票） 

個人情報ファイルの名称 土地家屋（補充）課税台帳 

実施機関の名称 町長 

個人情報ファイルが利用に

供される事務をつかさどる

組織の名称 

税務課 

個人情報ファイルの利用目

的 

土地家屋の所有者を把握し、適正且つ円滑な課税を行うと

共に納税義務者等への諸証明等の発行のため 

記録項目 

1氏名（登記・課税）、2住所（登記・課税）、3性別、4課

税年度、5基本コード、6所在地番、7地目（登記・課税）、

8地積（登記・課税）、9画地番号、10比準評価、11基準単

価、12 間口・奥行、13 正面・側方・二方路線番号、14 補

正率、15 宅地区分別地積、16、床面積（登記・課税）、17

家屋番号、18 種類・構造、19 階層、20 特例対象床面積・

終了年・課税率、21 総再建築費評点数、22 建築年、23 評

価額、24 課税標準額、25 相当税額、26 土地・家屋別の評

価額及び課税標準額の合計、27登記年月日、原因年月日及

び異動年月日、28共有者の持分 

記録範囲 課税資料のある者 

記録情報の収集方法 
登記済通知書、家屋所有者名義変更届、家屋滅失届、相続

人代表者指定届、現地調査 

要配慮個人情報が含まれる

ときは、その旨 
支援措置対象者に係る情報 

記録情報の経常的提供先 納税義務者 

開示請求等を受理する組織

の名称及び所在地 

（名 称）松田町総務課 

（所在地） 

〒258-8585 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領 2037番地 

訂正及び利用停止に関する

他の法令の規定による特別

の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60条第 2項第 1号 

 （電算処理ファイル） 

□法第 60条第 2項第 2号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 政令第 21 条第 7 項に該当す

るファイル 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報の 実施なし 



提案の募集をする個人情報

ファイルである旨 

行政機関等匿名加工情報の

提案を受ける組織の名称及

び所在地 

実施なし 

行政機関等匿名加工情報の

概要 
実施なし 

作成された行政機関等匿名

加工情報に関する提案を受

ける組織の名称及び所在地 

実施なし 

作成された行政機関等匿名

加工情報に関する提案をす

ることができる期間 

実施なし 

記録情報に条例要配慮個人

情報が含まれているときは

その旨 

実施なし 

備 考 

 

 


